
 

午後１時３３分開会 

 

【事務局（常松都市計画課長）】  まだお見えになられていない委員の方もいらっしゃい

ますけれども、定刻となりましたので、ただいまから第１７４回東京都都市計画審議会を

開催させていただきたいと思います。 

 現在、２３名の委員の方にご出席をいただいておりますので、定足数を満たしておりま

すことをまずご報告申し上げます。 

 次に、お手元に第１７４回東京都都市計画審議会資料一覧をお配りしております。資料

のご確認をお願いいたしたいと存じます。 

 まず、議案の一覧表でございます。 

 次に、薄茶色の表紙の冊子で、「議案・資料」でございます。 

 次に、桃色の表紙の冊子で、「議案・資料」別冊、委員の異動報告、委員名簿、幹事名簿

でございます。 

 最後に、黄緑色の表紙の冊子で、「議案・資料」別冊、「意見書の要旨」でございます。 

 次に、藤色の表紙の冊子で、「都市計画（素案）の提案」でございます。 

 次に、灰色の表紙の冊子で、「環境影響評価書の概要 国分寺都市計画道路３・２・８号

府中所沢線建設事業」でございます。 

 最後に、資料「民設公園制度の導入について」でございます。 

 本日お配りいたしました資料は以上でございます。よろしゅうございますでしょうか。 

 それでは、鹿島会長、よろしくお願いいたします。 

【鹿島議長】  本日はご多忙のところ、ご出席を賜りまして、まことにありがとうござ

います。 

 初めに、本日の審議会は、当審議会運営規則第１１条に基づきまして会議を公開で行い

ますので、傍聴者及び報道関係者の入室を認めております。ご了承願います。 

 次に、傍聴者の皆様に申し上げます。当審議会の会議を傍聴する際は「東京都都市計画

審議会の会議の公開に関する取扱要綱」に規定されております遵守事項を厳守されますよ

う願いいたします。 

 次に、委員の異動につきまして、ご報告を申し上げます。 

 お手元に桃色の表紙の「第１７４回東京都都市計画審議会委員の異動報告」を配付いた

してございます。恐縮でございますが、１ページ目をお開きいただきます。そこに委員の
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異動報告が記載してございます。今回６名の方が異動されました。新しく委員になられま

した４名の方をご紹介申し上げます。 

 議席番号２番、財務省関東財務局東京財務事務所長、平野 孝委員でございます。本日

は、ご都合によりまして代理の方にご出席をいただいております。 

 次に、議席番号９番、江戸川区議会議長、渡部正明委員でございます。 

 次に、議席番号１０番、経済産業省関東経済産業局長、脇本眞也委員でございます。本

日は、ご都合により、代理の方にご出席をいただいております。 

 次に、議席番号１６番、国土交通省関東地方整備局長、中島威夫委員でございます。本

日は、ご都合により、代理の方にご出席をいただいております。 

 なお、議席につきましては、東京都都市計画審議会運営規則第４条の規定に基づきまし

て、２ページに記載してございます委員名簿のとおりといたしたいと存じますので、ご了

承をお願いいたします。 

 それでは、これより審議に入ります。 

 本審議会におきましては、限られた時間の中で十分にご審議をいただきたいと存じます

ので、議事の進行等につきましてご協力をお願いいたします。 

 つきましては、説明幹事に申し上げます。各案件の説明及び答弁に当たりましては簡潔

に、かつ要領よく行うようお願いいたします。また、委員の皆様方におかれましても、ご

質問、ご意見はできる限り簡明にしていただきますようご協力をお願いを申し上げます。 

 なお、ご発言の際は議席番号をお示しくださるようお願いいたします。 

  ──────────────────────────────────── 

【鹿島議長】  それでは、日程第１、議第６７３８号を議題に供します。戸田開発プロ

ジェクト推進担当部長の説明を求めます。 

【戸田部長】  開発プロジェクト推進担当部長の戸田でございます。よろしくお願いし

ます。 

 それでは、私から、議第６７３８号の東京都市計画都市再生特別地区の変更に関する案

件についてご説明いたします。 

 お手元の「議案・資料」、薄茶色の冊子でございますけれども、７ページから１２ページ

をご覧ください。 

 本案件は、本年３月２９日に、都市再生特別措置法第３７条の規定により、株式会社三

菱地所から提出された提案の内容に基づき、都市再生特別地区を指定するものでございま
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す。 

 事業者からの提案については、お手元に藤色の表紙の「都市計画（素案）の提案」とい

う冊子があろうかと存じます。これが提案書でございますので、参考としてご覧いただけ

ればと思います。 

 まず、「議案・資料」８ページの位置図をご覧ください。 

 本地区は、東京駅に近接しており、大名小路、馬場先通り、丸の内仲通りなどに囲まれ

た街区でございます。位置的には、東京国際フォーラムの斜向かいとなっております。ス

クリーン上に現況写真をお示ししておりますが、赤い線に囲まれた箇所が対象地区でござ

います。 

 都内では、８つの都市再生緊急整備地域が指定されておりますが、本地区は、このうち

の東京駅・有楽町駅周辺地域内に位置しております。 

 都市再生緊急整備地域には、それぞれ地域整備方針が定められておりますが、東京駅・

有楽町駅周辺地域の方針は、整備の目標として、「東京都心において、我が国の顔として、

風格ある街並みを備えた国際的な中枢業務・交流拠点を形成し、あわせて、商業・文化な

どの多様な機能を導入することにより、にぎわいと回遊性のある都市空間を形成する」と

しております。また、公共・公益施設の整備に関する基本事項として、駅周辺の歩行者ネ

ットワークの充実・強化を掲げております。 

 以上のような方針のもとに、今回、事業者からの提案を受け、局内に設置した審査会等

で検討を行ったところ、提案内容が地域整備方針に適合し、また、周辺環境への配慮や、

都市基盤との均衡が図られ、周辺地域の同意も得られているものと判断いたしましたので、

都市再生特別地区として指定するものでございます。 

 内容でございますが、「議案・資料」９ページの計画図をご覧ください。 

 都市再生特別地区の区域は、二点鎖線で囲まれた約１.７ヘクタールでございます。 

 都市計画の内容としては、「議案・資料」７ページにありますように、容積率の最高限度

を１，５３０％、最低限度を４００％、建ぺい率の最高限度を８０％、建築面積の最低限

度を８，０００平方メートル、また、建築物の高さの最高限度を、高層部１５８メートル

などとしております。 

 容積率の最高限度についてでございますが、１，５３０％のうち１３０％は、特例容積

率適用制度により、東京駅の未利用容積の配分を受けるものでございます。また、本計画

では、歴史的な建築物を復元し、美術館として活用するとともに、これと一体的な屋外展
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示空間としても利用できる広場を整備することとしております。これらの事業者からの提

案内容を、都市再生への貢献という観点から評価し、その設定を妥当なものと判断したも

のでございます。 

 なお、１００％分については、地域の活性化に資する非業務系の施設とすることにより、

業務系の床を一定以下に抑え、ピーク時の交通混雑にも配慮した計画となっております。 

 このほか、壁面の位置の制限については、「議案・資料」１０ページの参考図１に記載の

とおりでございます。 

 次に、「議案・資料」１１ページの参考図２は、施設配置のイメージでございます。 

 東京駅側に高層の業務棟、有楽町駅側に歴史的な建築物を復元した低層の美術館を配置

しております。 

 業務棟の１階には、店舗を配置してにぎわいを持たせ、大名小路と仲通りを広場を介し

て結ぶ歩行者ネットワークを形成いたします。 

 また、地下レベルでは、東側は大名小路下の京葉線コンコース、西側は隣接する明治安

田生命ビルと接続することにより、新たな歩行者ネットワークを形成することとしており

ます。 

 「議案・資料」１２ページの参考図３は、イメージパースでございます。 

 左の図は建物全体のイメージでございます。 

 右上の図は、美術館の屋外展示空間としても利用される広場のイメージを示しておりま

す。 

 最後に、右下の写真は、本計画で復元される三菱一号館でございます。この建物は、鹿

鳴館やニコライ堂の設計者であるジョサイア・コンドルが設計し、明治２７年に竣工した、

我が国で最初のオフィスビルと言われたものです。その後、馬場先通りに同様の英国風の

赤れんがの建物が建ち並び、一帯が「一丁倫敦」と呼ばれたりもいたしたところでござい

ます。本計画では、この建物をもともと立っていた位置に復元し、美術館として活用する

こととしているものでございます。 

 なお、本案件を平成１８年６月２日から２週間、公衆の縦覧に供しましたが、意見書の

提出はありませんでした。 

 説明は以上でございます。 

【鹿島議長】  担当部長の説明が終了いたしました。 

 それでは、日程第１につきまして、ご質問、ご意見がございましたら、お伺いいたしま
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す。 

 ２９番委員どうぞ。 

【松村委員】  若干質疑させていただきます。 

 本案件の質疑が都議会の都市整備委員会で既に行われていますが、その中で、この計画

では、社会貢献を評価し、容積率アップと言うが、震災対策で見ても備蓄倉庫が１００平

方メートル、５，０００坪のうち３０坪に過ぎない。ある特区では、社会貢献とは名ばか

りで、容積率アップで企業のもうけを増やすだけというところもある、これでいいのかと

いう趣旨の発言がありまして、私はそのように理解しまして、大変同感するところがあっ

たわけです。 

 そこで、今、ご説明がありましたけれども、この地域は指定容積率最高限度が、前回の

一斉見直しでかなりアップされて、それぞれ大丸有の緊急整備地域も幾つか、一緒ではあ

りませんけれども、アップされましたよね。それで、１，３００％というのがこの地域で

すけれども、今回、それをさらに１，５３０％と認めた点です。今、特定容積率制度の活

用とか、地域の活性化に貢献するということを評価してそれぞれ増やしたと言うんですけ

れども、もう少しその根拠は何なのか、東京都は、そういう評価についての基準、だれが

見ても、ああ、そうかとか、公平とかいうようなアップの基準というものは持っているの

でしょうか。 

【鹿島議長】  戸田部長。 

【戸田部長】  １，３００％につきましては、ご指摘のとおりでございます。それで、

東京駅の容積を、この地区に１３０％移転することとしておりまして、ご指摘の特区とし

ての容積はいかがなのかということでございますけれども、これは、復元建築物を活用し

た美術館及び美術館と一体となった屋外展示機能を持つ広場等の都市再生貢献により、容

積を合計として１，５３０％としたところでございまして、これも都市再生緊急整備地域

に指定された際の地区整備方針に合致しているという観点から適用したものでございます。 

【鹿島議長】  ２９番委員。 

【松村委員】  １３０％は、私どもが反対した制度ですけれども、東京駅舎の床面積の

移転で増やしたということです。ただ、これも、そこの超高層ビルにどのぐらい移転させ

るのかというのは、全く当事者間のやりとりなのか。そういう制度があるということで、

このぐらい東京駅舎から配分を受けましたと言ったら、ああ、そうですかということにな

るのかどうかも含めて、それでは、この東京駅舎からの床面積の移転というやり方は、本
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案件を含めてこれまでどのように使われ、残りはどのぐらいあるのか。今後、どのような

計画があるのかについてもお聞きしておきたいと思います。 

【鹿島議長】  戸田部長。 

【戸田部長】  この特例容積率適用地区の制度は、最終的には特定行政庁、この場合、

私どもで言えば都知事でございますけれども、これが都市計画法ですとか建築基準法に基

づいて指定するとなっております。今、言われましたように、本計画におきましては、東

京駅の赤れんが駅舎の敷地から１３０％を移転しておりまして、これまでも３地区におい

て合計１３万７，６００平方メートルを移転しております。今回、１万５，５００平方メ

ートルの敷地においては１３０％に当たるわけでございます。それも含めますと、約１５

万３，１００平方メートル、床面積を配分するというふうにやっております。 

 東京駅の敷地は９００％のところにございまして、ここの敷地が約２万４，６００平方

メートルを超える敷地面積です。したがいまして、これの９００％ですので、床面積とし

ては最大２２万１，４００平方メートルぐらいが存在することになっております。先ほど

の１５万３，１００平方メートルを移したということでございますので、今後、赤れんが

の駅舎を復元する際にどれほど用いるかによって、残りの移転できる容積が決まってくる

といったものでございます。 

【鹿島議長】  ２９番委員どうぞ。 

【松村委員】  特定容積率制度があることはわかりますけれども、それを１３０％じゃ

なくて１００％にしなさいとか、それは知事が認めるわけでしょ。なぜ、ここは１３０％

なのか。当事者間がそういうふうにすれば１３０％なり、今お聞きしますと、まだ東京駅

の可能な移転面積が６万８，３００平方メートルもあると。だから、その基準というか考

え方、なぜそこからの移転は１００％、もっとそれ以下に抑えなさいという考え方という

か基準というか、裏を返せば、民間提案ですから、事業者がこれだけの容積率は、東京駅

から配分をもらってやるんですよと言えば、はい、そうですかということになるのか。そ

れだったら、知事の認可とかそういうことが全く吹っ飛んでしまうことが懸念されるので、

その点についてはどうでしょうか。 

【鹿島議長】  戸田部長。 

【戸田部長】  もともと、この特例容積率適用地区ということで、これは都市計画で定

めている地区でございます。したがいまして、それはその際にご議論されたと思っており

ますけれども、この地区におきましては、地区計画等も定めておりますし、その中で、こ
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の東京駅舎を歴史的な建物として保存するということもうたわれております。そういうこ

とを総合的に判断して、特定行政庁たる都知事がこの１３０％の容積の移転を認めたとい

うところになっております。 

【鹿島議長】  ２９番委員。 

【松村委員】  確かに、地区計画があるとか、そういうのに適合しているといっても、

やはり全体の東京都の都市計画の中で適正かどうかということでは、いろいろな判断がさ

れるべきだと思うんですけれども、どうも答弁をお聞きしますと、やはり民間提案で出さ

れたそのまま、はい、そうですかということに実態はなっているんじゃないかと思います。

これは私の意見です。 

 それから、もう１つは、後の１００％アップ。いろいろ言いますけれども、私は、既に

１，３００％に一斉見直しするときに、この地区が東京全体の中でも１，３００％という

最高を指定されるのは、それこそ地域の貢献、非業務系と先ほどありましたが、もっと文

化施設だとか、いろいろな地域の貢献を前提として、既にそういう考え方で１，３００％

の指定容積率が指定されていると思うんです。改めてそこに、今言いました歩行者空間と

か、私は美術館ができるといっても、それがどういう形で特別なのかとか、何かほかの地

域でそういうことがあったら──そういう物差し、基準になるものを持っていなければ、

これまた胸先三寸じゃありませんけれども、民間事業者がそういうふうに提案してきたら、

そのまま認めることになりはしないかと。この点については、少なくとも、もっと東京都

の裁量というか、認可の根拠となる基準をしっかり持たなければならないと思います。 

 この大丸有都市再生緊急整備地域で４つ目の超高層ビル計画ですが、民間提案はそのま

ま受け入れるということで、このように次から次へと容積率を増やしていく。つまり、建

物の延べ床面積が増える。その結果、どういうことになるでしょうか。地球温暖化やヒー

トアイランド現象が環境問題でも最大課題となっていますが、今回の建物によって従前の

ビルに対して３６％の増加だと、これも都議会の都市整備委員会の中でもそういう答弁が

ありましたけれども、この単体、この計画では３６％の増加ですけれども、既にこの地域

で建設中の建物で、ＣＯ２がどのぐらい増加するのでしょうか。また、これから計画が予

定されている建物を合わせると、どうなるのでしょうか。 

【鹿島議長】  戸田部長。 

【戸田部長】  今回、建てかえ後のＣＯ２の排出量が、まず、年間１万３，４２２トン

となる見込みでございまして、今、ご指摘いただきましたように、従前のビルは２００２



 -8-

年度実績で９，８６３トン、この差が３万５，６００トンということで、約３６％の増加

となるということでございます。これまでどのくらい増えたかについては、大変恐縮でご

ざいますけれども、今、手元には持ち合わせておりませんけれども、例えば、このビルに

おきましては、床面積が６４％増加したにもかかわらず、約３０キロワットの太陽光発電

など、もろもろの省エネルギー対策を行ったことによりまして、単位面積当たりのＣＯ２

排出量を約１７％削減することができたこともありまして、これまでも計画した建物にお

きましても、それに近い排出量の削減が図られてきたと思いますし、今後は、さらにいろ

いろな材質を工夫して、増加の程度が相応に抑えられるものだと考えております。 

 大変失礼しました。従前のビルとの比較での増加分は、３，５６０トンの増加でござい

ます。 

【鹿島議長】  ２９番委員。 

【松村委員】  答弁が十分でないんですけれども、省エネの削減効果のあるビルだと言

いますけれども、現に、従前よりＣＯ２が３６％増加していることは厳然たる事実ですし、

また、既に計画されて建っているのがほかに３棟ですか、それらでこのビル以上に増えて

いることは、これまた厳然たる事実だと思うんです。減ってはいないと思います。 

 それから、これから計画が予定されている建物を合わせるとどうなるのでしょうかとい

う点について答弁がありませんけれども、結局、私は把握されていないと思うんです。も

しあれだったら、きちっとこの大丸有地域全体でどのぐらいのＣＯ２が──今出されてい

る計画、これで何棟分ありますか、９棟ですか、あと５棟の超高層ビルが既に計画されて

いると聞きますけれども、ぜひ、それはきちっと把握すべきだと思います。 

 ですから、先ほど、社会貢献など、そういう評価ということでの容積率のアップという

ことですけれども、貢献どころか、企業の利益のために環境面では悪化するばかりだと指

摘せざるを得ません。 

 そこで、さらに今言いました９地区計画だけではなく、特区申請が出される可能性は、

まだあと５年か６年の期間があると思います。民間提案が出される可能性は、この地域で

大きいわけですが、東京都は民間提案を受け入れるということですから、それを抑えるこ

とはできないわけです。東京都は、この地域だけでもＣＯ２の排出量をどのぐらい抑えな

ければという考え方を持っているのでしょうか。先ほど言いました地球温暖化とかヒート

アイランド現象という大変な社会問題、また、これは政治問題でありますけれども、この

考え方がこの地域においてもあるのでしょうか。 
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【鹿島議長】  戸田部長。 

【戸田部長】  今の時点で、今後どのぐらい特区を用いて計画がなされるかということ

については、私どもは全くわかりませんけれども、今、ご指摘のＣＯ２の排出に関しまし

ては、プロジェクトの具体化に当たり、地球温暖化の防止に努めることは当然だと認識し

ておりまして、このため、環境に与える影響については事前に調査、検討を行い、オープ

ンスペースの確保ですとか屋上緑化を行うといったり、敷地内の緑化に努める、さらに、

先ほど申し上げたように、ビル全体の省エネ化を図っていくといった対策をきちんととら

せると考えております。 

【鹿島議長】  ２９番委員。 

【松村委員】  そういうプロジェクトが出てきたら、そこにおいて、当然、ＣＯ２の排

出を抑えていくことは当然だと言いましたけれども、やはり、それだったらきちっと具体

的な計画量といいますか、考え方は持っていなければ私はできないと思いますし、今のま

までは全く無責任だとしか言いようがありません。 

 それで、建物だけからではありません。車の交通量も増え、これによる熱量の増加も予

測しなければなりません。車の発生量は現時点に比べてどうなるのでしょうか。 

【鹿島議長】  戸田部長。 

【戸田部長】  本計画において想定される１日当たり発生集中交通量は５，１００台と

なる見込みでございます。従前のビルにおける１日当たり発生集中交通量は約２，６００

台でありましたことから、その差約２，５００台分が増加として見込まれるものでござい

ます。 

【鹿島議長】  ２９番委員。 

【松村委員】  この点でも、三菱地所が提案している本案件についても、車の発生量が

２，６００台から、これができ上がって、その地域全体が完成してくると日量５，１００

台という答弁がありましたけれども、そのように、既にこれが４棟目ですか、さらに計画

されているのが５棟あり、そうなってくると、先ほど言いました、将来、このビルだけで

も５，１００台というのが、全体ではどのぐらい車の発生量が予測されるのでしょうか。

現況に比べて、この地域の計画が完成する平成２４年度の時点ではどうなるでしょうか。 

【鹿島議長】  戸田部長。 

【戸田部長】  全体では、３万６，０００台程度が増加すると見込まれております。 

【鹿島議長】  ２９番委員。 
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【松村委員】  現況はどうなんですか。 

【鹿島議長】  戸田部長。 

【戸田部長】  ９，９００台でございます。 

【鹿島議長】  ２９番委員。 

【松村委員】  それはあまりにも少な過ぎるので、よく見ますと、この提案の中にも報

告されております。それは、今まで計画のところをゼロとしているからという話も伺いま

したけれども、それにしても、従前、例えばこの三菱地所の今回の提案では、２，６００

台が５，１００台に２，５００台増えるということですけれども、八重洲口計画の従前ビ

ルがどのぐらいかというと、ここの資料においては７，３００台。それが１万９，１００

台になる、１万１，８００台増えると。ですから、これから推定しましても、既存のビル

には車が実際発生していて、それから、さらに容積率や建物の延べ床面積が多くなる、商

業も増える、文化施設もできるとなったら、私は相当車を呼び込むと思うんですね。ほん

とうは、それがどのぐらいかということもしっかり把握しなければならないし、やはり交

通量がさばけるかどうかというのは、ＣＯ２も重大ですけれども、ほんとうにそのまちが

成り立つかどうか、大変な問題だと思います。 

 いずれにしても、その予測がなかなかされていないんですが、大体、今のこの提案でも

２倍弱ですよね。八重洲口の計画では、大体２.６倍ぐらい。平均しても２倍から２.６倍

ぐらい、今、計画中、もしくは建設中の特区のビルが、この大丸有地域で完成すると、現

在の車は２倍から２.５倍以上になる。それ以上になるかもしれません。最低で私はそのよ

うになると思いますけれども、そうしますと、先ほどのビルからの排熱だけではなくて、

この車のもたらすＣＯ２の排出量も２倍から２.５倍以上になるということは言えると思

うんです。 

 委員会質疑では、参事からＣＯ２の抑制という目標に向けては、産業部門、運輸部門を

含めた総合的観点から取り組むべきだと。それはそうだと思います。そして、その後が、

一律な基準で都市開発を制約すべきではないと。一律の基準で都市開発を制約すべきでな

いというのが東京都の考え方で、ここは、そういう基準はこの都市開発においてはないと

読み取れる、私にとっては驚くべき発言だと思いました。 

 しかし、今、これだけ地球温暖化、そして京都議定書でも、国を挙げて、世界を挙げて

削減をしていかなければならないときに、私は世界の諸都市を見ても、持続可能な社会と

か、環境負荷をどれだけ減らすのか、やはり成長をきちっと管理する。東京を見ても、今
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日のこういう都市計画のあり方によって、都心部などに集中する超高層ビルや車による負

荷が大きいと思うんです。そういう意味では、私は世界の諸都市に比べても、日本の都市

間競争に打ち勝つだけではなくて、こういう環境面でも世界にすぐれた都市を築くという

点から、やはり東京都都市計画、ノー都市計画などと言われないしっかりした面を持って、

都民の環境面における役割を果たしていただきたいと強く要望しながら、そういう点では、

本案件は全くそれと逆行した役割に立つという点で、反対いたします。 

【鹿島議長】  ほかにご質問、ご意見がございませんようでしたら、日程第１、議第

６７３８号の案件につきまして、採決をいたしたいと存じます。 

 本案について賛成の方は挙手を願います。 

〔 賛成者挙手 〕 

【鹿島議長】  ありがとうございます。賛成多数と認めます。よって、本案は原案どお

り決定いたしました。 

  ──────────────────────────────────── 

【鹿島議長】  次に、日程第２、議第６７３９号から議第６７４１号までを一括して議

題に供します。野本幹事の説明を求めます。 

【野本幹事】  議案第６７３９号は、町田市における用途地域の変更の案件でございま

す。 

 「議案・資料」、薄茶表紙の１３ページから２１ページに記載されておりますけれども、

まず、１７ページの位置図をご覧いただきたいと思います。 

 本地区は、小田急線町田駅の北西約４.５キロメートル、神奈川県との都県境付近に位置

しまして、昭和４０年８月に事業認可された町田市施行の土地区画整理事業により、基盤

整備がほぼ終了している区域でございます。 

 画面上の航空写真をご覧いただきたいと思います。 

 本地区は、小学校予定地でありましたけれども、学校配置計画の見直しにより不要とな

ったことから、その後の土地利用計画を検討していたところでございます。 

 市としては、地域の住民からの要望も踏まえながら、店舗など生活利便施設を誘致する

方向で関係者とも協議を重ねてきたところでございます。 

 このたび、既に定めてあった地区計画を変更し、用途地域を変更するものでございます。 

 １９ページから２１ページをご覧いただきたいと思います。特に、２１ページの計画図

をご覧いただきたいと思います。 
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 参考として、町田市が決定する地区計画につきまして、ご説明いたします。 

 地区計画の区域は約１０２.８ヘクタールでございます。 

 変更の要点は、従前の土地利用の方針が６地区であったものから、「コミュニティ地区

Ａ」と「コミュニティ地区Ｂ」の２つの地区を追加し、全部で８地区に区分して土地利用

の具体化を図ることとするものでございます。 

 地区整備計画でございますが、建築物の用途制限のほかに、敷地面積の最低限度、壁面

の位置の制限等を定めております。 

 また、「コミュニティ地区Ａ」においては、高さの最高限度１５メートルを定めておりま

す。 

 １８ページの用途地域の計画図をご覧いただきたいと思います。 

 以上の地区計画の変更に伴いまして、用途地域を変更いたします。 

 変更の内容は、建ぺい率、容積率はそのまま、変更前、第一種中高層住居専用地域、建

ぺい率５０％、容積率１５０％を、変更後、第二種住居地域、建ぺい率５０％、容積率

１５０％にいたします。 

 別冊、黄緑色の表紙の「意見書の要旨」をご覧いただきたいと思います。 

 １ページから２ページに記載してございますけれども、以上の案件を平成１８年６月２

日から２週間、公衆の縦覧に供しましたところ、６８３名、２２３通の意見書の提出がご

ざいました。 

 「意見書の要旨」１ページでございます。合計２２３通のうち、賛成意見に関するもの

が１０３名、８８通ございました。意見書の要旨及びそれらに対する都の見解は資料をご

覧いただきたいと思います。 

 反対意見に関するものは、５８０名、１３５通でございます。「意見書の要旨」１ページ

から２ページでございます。 

 反対意見の中の都市計画に関する意見のうち、主な意見としまして、（１）現状の道路幅

員が十分でない中で、商業施設等の建設が可能になり、騒音、交通渋滞等による住環境悪

化が懸念されるというもので、これに対する都の見解は、町田市は、用地の売却に当たり、

学識経験者、市民、市職員などから構成される「（仮称）プロポーザル契約候補者選定委員

会」を設置し、交通処理、周辺住環境への配慮等について検討し、必要に応じて公募条件

に反映させると聞いております。また、都としても、町田市に対し住環境への配慮を十分

行うよう指導していくという見解でございます。 



 -13-

 続きまして、反対意見の中の、その他の意見のうち、主な意見としまして、同じく２ペ

ージ、（１）当初、小学校用地として計画されていた当該地を、用途地域の変更をしてまで、

民間へ売却するべきではないという意見に対し、都の見解は、町田市は、用地の売却に当

たり、学識経験者、市民、市職員などから構成される「（仮称）プロポーザル契約候補者選

定委員会」において、買い戻し特約、建物用途制限、交通処理、周辺住環境への配慮等に

ついて検討し、必要に応じて公募条件へ反映させると聞いている。都としても、住民との

合意形成を十分図るよう、市を指導していくとしております。 

 次に、議第６７４０号でございます。日野市における用途地域の変更の案件でございま

す。 

 資料の２３ページから３０ページに記載されていますけれども、まず、２６ページの位

置図をご覧いただきたいと思います。 

 本地区は、京王線南平駅の南方約５００メートル、多摩丘陵の斜面地に位置し、既存の

大規模な戸建住宅団地に接して、最近開発された住宅地でございます。 

 画面上の航空写真をご覧いただきたいと思います。 

 本地区の西側には、約７.９ヘクタールの区域に２７０戸の戸建住宅が昭和４０年代に建

設されており、近年、住民みずからの取り組みとして、低層住宅地としての住環境を維持、

保全していくための方策の検討を重ねるとともに、今回、隣接地での１３戸の戸建住宅団

地を含めて、地域全体で地区計画を導入しようということになりました。 

 このたび、住民の合意が得られましたので、地区計画を決定し、用途地域を変更するも

のでございます。 

 ２８ページから３０ページの計画書、計画図をご覧いただきたいと思います。 

 参考として、日野市が決定する地区計画につきまして、ご説明いたします。 

 地区計画の区域は、約７.９ヘクタールでございます。 

 敷地の細分化、建築物の用途の混在を防止し、良好な住環境の維持、保全を目標に、建

築物の用途制限、敷地面積の最低限度１４０平方メートル等を定めます。 

 資料の２７ページ、計画図をご覧いただきたいと思います。 

 以上の地区計画の決定に伴いまして、用途地域を変更いたします。 

 変更の内容は、用途地域はそのままで、建ぺい率、容積率は、変更前、第一種低層住居

専用地域、建ぺい率３０％、容積率６０％、変更後、第一種低層住居専用地域、建ぺい率 

４０％、容積率８０％にいたします。 
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 以上の案件を平成１８年６月２日から２週間、公衆の縦覧に供したところ、意見書の提

出はございませんでした。 

 次に、議第６７４１号でございます。稲城市における用途地域の変更の案件でございま

す。 

 ３１ページから４５ページに記載されておりますけれども、まず、３８ページの位置図

をご覧いただきたいと思います。 

 本地区は、ＪＲ南武線稲城長沼駅周辺に位置しまして、稲城市による土地区画整理事業

が施行されるとともに、同鉄道の連続立体交差事業にあわせたまちづくりを進めている区

域でございます。 

 画面をご覧いただきたいと思います。 

 本地区につきましては、土地区画整理事業の進捗に伴い、既に定めてある地区計画の区

域を拡大するとともに、新たに地区整備計画を定め、あわせて用途地域を変更するもので

ございます。 

 ４０ページから４４ページをご覧いただきたいと思います。 

 参考として、稲城市が決定する地区計画につきまして、ご説明いたします。 

 地区計画の区域は、約１２.１ヘクタールでございます。 

 地区の特性に応じて、地区計画の区域内を、「住宅地区」「沿道地区」「駅前地区」の３地

区に区分し、それぞれ土地利用の方針を定めております。 

 ４５ページの計画図２をご覧いただきたいと思います。 

 地区整備計画でございますが、公園３カ所、区画道路及び歩行者専用道路を地区施設と

して定めております。 

 また、全地区において、建築物の用途制限、敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限及

び建築物の高さの最高限度等を定めております。 

 ３９ページの計画図をご覧ください。 

 以上の地区計画の決定にあわせて、用途地域を変更いたします。 

 変更の内容は、住宅地区につきましては、変更前、第一種低層住居専用地域、建ぺい率

４０％、容積率８０％を、変更後、第一種中高層住居専用地域、建ぺい率５０％、容積率

１５０％に。 

 沿道地区につきましては、変更前、第一種低層住居専用地域、建ぺい率４０％、容積率

８０％などを、変更後、第二種中高層住居専用地域、建ぺい率６０％、容積率２００％に。 
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 駅前地区につきましては、変更前、準住居地域、建ぺい率６０％、容積率３００％など

を、変更後、近隣商業地域、建ぺい率８０％、容積率３００％に変更いたします。 

 以上の案件を平成１８年６月２日から２週間、公衆の縦覧に供しましたところ、意見書

の提出はございませんでした。 

 以上で説明を終わります。 

【鹿島議長】  幹事の説明が終了いたしました。 

 それでは、日程第２につきまして、ご質問、ご意見がございましたら、お伺いいたしま

す。 

 ２９番委員。 

【松村委員】  日程第２の第６７３９号については、若干質疑させていただきます。そ

れと、第６７４１号については、意見だけを述べさせていただきます。 

 それでは、初めに、町田市都市計画用途地域の変更の案件ですけれども、土地区画整理

の進捗率は、換地も既に９７％を超えている最終局面という段階で、主要な土地利用計画

を変えることは、法律上はともかく、公共施行という点からいっても、道義的には問題が

あり、関係住民の完全なコンセンサスが必要と考えますが、どうでしょうか。 

【鹿島議長】  野本幹事。 

【野本幹事】  当該地での学校用地の変更につきましては、これまで、説明会等により

まして周辺地域の住民に十分周知していると市から聞いております。これまで、市は、住

民と当該地の活用について話し合いをしてきた結果、生活核として地域に付加価値を与え

る商業施設等の誘導を図りたいとの考えをまとめております。今回の用途地域の変更は、

このような考えに沿って、よりよいまちづくりが促進されることを目指して行うものと考

えております。 

【鹿島議長】  ２９番委員。 

【松村委員】  地域住民と十分なるコンセンサスを得ていると言うんですけれども、町

田市議会６月定例会にも請願が出されたりして、やっぱりそういう住民の声は大きなもの

があると、私どもは地元から資料をいただいて思っております。 

 今まで学校施設ということで良好な区画整理のもとでの環境が築けるというのが、そう

いう学校建設の第一種中高層住宅専用地域から、第二種住居地域に変更されると。そして、

町田市の位置づけも、そこを商業地域、中心的な役割を果たすというので、やはり地域住

民からすれば、今まで学校用地ということでの権利変換や、または保留地などを買い求め
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て、既にそういう区画整理ができ上がってきた段階で、突然それが学校用地じゃなくて商

業地に変わるというのは、これは私は、だれしもどうなんだという思いは持ち、こういう

意見や声が上がってくると思うんです。 

 そこで、ちょっと伺いますけれども、この第一種中高層専用地域から第二種住居地域に

変更するということは、どういう変化でしょうか。どういう変化というのは、例えば、そ

こは当然、大型店とか商業施設ができることは当然ですけれども、それ以外に、この第一

種中高層専用地域と第二種住居地域の主な用途の違いというんですか、どのようなものが

あるのかを伺いたいと思います。 

【鹿島議長】  野本幹事。 

【野本幹事】  一中高と二住の違いですけれども、なかなか一言で言うのは難しいんで

すけれども、例えば、店舗ですと、５００平方メートルを超えるもの、これが一中高では

できないんですけれども、今度の二住ではできるというふうになってございます。そのよ

うに、商店等が全くできないわけではないですけれども、そういった規模について緩和が

あるといったようなところかと思います。 

【鹿島議長】  ２９番委員。 

【松村委員】  私もちょっとそれ、どういうような変更になるのかというので調べたと

いうか理解したのは、配送センター、ガス・石油等の危険物貯蔵施設、カラオケボックス、

５０平方メートル以下の工場、墓地、霊園、葬祭場、これらを建てることが可能になると

聞きました。今までの学校用地から、そういう施設が建てられるようになる。しかも、こ

の学校用地という広い土地を一括売却するという方針ですね。それに対しては、売却に当

たっては、先ほどの意見に対する回答の中にも書いてありましたプロポーザル契約候補者

選定委員会を設置して、学識経験者や市民、市職員などからの構成で、公募条件を募るん

だと。しかし、当初はそうであっても、この広い土地ですから、やはり取得できるのは限

られた方になると思うんですけれども、これがもし大型商業地であったら、今の経済状況

です、これをやめて、他に転売する可能性もある。だから、先ほど出てきた買い戻し特約

とか、当初の公募条件とは違った転売をされたりした場合には、それをもきちっと手を縛

るというか、そういう担保がやっぱり欲しいということでの先ほどの意見だと思います。 

 それに対しては、回答で必要に応じて公募条件に反映されると聞くと。なお、都として

も、町田市に対して住環境への配慮を十分行うように指導していくという東京都の回答な

んですけれども、きちっとそれは担保されますか。東京都がみずから、きちっと特約条項、
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それから買い戻し条項をつけるべきだということを前提として、用途変更を認めることに

おいてはどうでしょうか。 

【鹿島議長】  野本幹事。 

【野本幹事】  売却後の用途変更等でございますけれども、今申しましたように、売却

に当たっては、プロポーザル契約候補者選定委員会を設置して、買い戻し特約であるとか、

建物用途制限等を検討して公募条件に反映させると。また、それを都としても指導してい

くということなんですけれども、そのほかにも、町田市では、当該地域について、生活核

として商業施設等の多種多様なサービス機能の誘導を図ることとしておりまして、共同住

宅やホテルなどが建築できないということで、先ほども１点説明しましたけれども、地区

計画の中でも一定の用途制限を行っているということで、こういったことをあわせて、そ

ういった心配な用途転換がなされないようになっていると考えております。 

【鹿島議長】  ２９番委員。 

【松村委員】  私自身、これを決定するということでは、非常に懸念しているというか、

このことをきちっとただしておきたいと思ったのは、「３９街区を活かす会」というのがあ

るそうです。その方々から、私、要請文をもらいました。その中には、先ほど、地区では

いろいろな用途を定めているというんですけれども、墓地とか霊園とか葬祭場を建てるこ

とも今度は可能になるんです、この第二種住居地域で。私が受けた要請文の中に、非常に

気になることが書かれてありました。かいつまんで言いますと、暴力団が関係するお寺と

墓石店があり、この２施設の中間点にあたる土地に、墓地、霊園、葬祭場が建つというこ

とは、まちに暴力団が入り込んで、近隣住民や児童・生徒にも非常に危険なことと懸念し

ていますという趣旨です。私はこの場においても、そのことは懸念ないのかということを

ただしておきたいと思います。 

【鹿島議長】  野本幹事。 

【野本幹事】  暴力団が関係しているかどうかということは、私どもも定かな情報は持

っていないわけなんですけれども、いずれにしましても、町田市は用地の売却に当たりま

して、先ほどちょっと説明しました（仮称）プロポーザル契約候補者選定委員会を設置す

ることとしています。その構成メンバーが学識経験者のほか、市民、市の職員といった方々

に入っていただきまして、さまざまな必要な特約条項であるとか制限を検討して、公募条

件に反映させることを考えていると聞いておりますので、そのようないろいろ心配なこと

について、このような公募条件への反映で防いでいけると考えております。 
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【鹿島議長】  ２９番委員。 

【松村委員】  今の経済状況の中で、一旦、民民で売却とかいろいろなことになれば、

相当これは困難、大変な事態になりますよね。そういう懸念がないようにということは、

やっぱりこういう形の変更に当たっては、私は念には念を入れて、そういうことがないよ

うに市民の不安を取り除くべきだと考えますけれども、今の質疑においても私のその懸念

は消えておりませんので、反対したいと思います。 

 簡単に意見を、第６７４１号、稲城市の件ですけれども、土地区画整理の進捗に伴い用

途変更という案件ですけれども、中身を見ますと、いずれも大幅な緩和となっております。

ところが、まだ土地区画整理の進捗はほとんど進んでいない現時点に立っての、これだけ

大幅な緩和は必要ないということで、この件については反対いたします。 

 以上です。 

【鹿島議長】  ほかにご質問、ご意見がございませんようでしたら、日程第２につき

ましては、適宜、分割して採決をいたします。 

 初めに、議第６７３９号及び議第６７４１号、町田都市計画用途地域及び多摩都市計画

用途地域の案件につきまして、一括して採決いたします。 

 本案について賛成の方は挙手を願います。 

〔 賛成者挙手 〕 

【鹿島議長】  賛成多数と認めます。よって、本案は原案どおり決定をいたしました。 

 次に、議第６７４０号、日野都市計画用途地域の変更につきまして、採決いたします。 

 本案について賛成の方は挙手を願います。 

〔 賛成者挙手 〕 

【鹿島議長】  全員賛成と認めます。よって、本案は原案どおり決定をいたしました。 

  ──────────────────────────────────── 

【鹿島議長】  次に、日程第３、議第６７４２号を議題に供します。石井幹事の説明を

求めます。 

【石井幹事】  議第６７４２号は、国分寺都市計画道路３・２・８号府中所沢線に関す

る案件でございます。 

 お手元の薄茶色の表紙でございますが、「議案・資料」の４７ページから５１ページに記

載されております。 

 まず、４９ページをお開きいただきたいと思います。 
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 本件は、東京都環境影響評価条例の対象事業でございまして、今回は、いわゆる「後合

わせ」で、東京都決定の案件でございます。 

 府中所沢線は、府中市を起点とし、国分寺市、小平市、東村山市を経由し、埼玉県境に

至る、延長約１３.６キロメートルの道路で、多摩地域の骨格を形成する南北道路でござい

ます。 

 薄茶色の表紙、「議案・資料」の５０ページをお開きください。 

 今回変更いたしますのは、国分寺３・４・３号国分寺国立線、通称多喜窪通りから、国

分寺３・４・１０号東京立川線、通称五日市街道までの約２.３キロメートルの区間につい

て、交通の円滑化、沿道環境の保全、都市防災の強化などの観点から、幅員を２８メート

ルから３６メートルに変更するものでございます。 

 本路線は、南北方向のネットワークを強化し、府中街道など、周辺道路の交通分散や交

通渋滞の緩和を図るなど、多摩地域の発展に大きく寄与するものでございます。また、住

宅地に流入する通過交通の減少など、地域環境の改善も図られるものと考えております。 

 次に、計画の内容についてご説明いたします。 

 「議案・資料」の５１ページをご覧ください。 

 本計画では、沿道環境を保全するため、全体の幅員構成を見直しまして、既定計画では

歩道を５メートルとしておりましたが、往復４車線の車道部の両側に歩道を含めた幅１０

メートルの環境施設帯を設置することとし、一般部の幅員を２８メートルから３６メート

ルに変更するものでございます。 

 また、ＪＲ中央線との交差部につきましては、幅員４１メートル、西武鉄道国分寺線と

の交差部につきましては、幅員４３メートルで計画いたしております。 

 なお、国分寺３・３・８号線の２項目目の「３」は、幅員により決定されます。既定計

画では幅員が２８メートルであることから「３」としておりましたけれども、３６メート

ルに変更することによりまして、都市計画運用指針で定められている幅員３０メートル以

上４０メートル未満の「２」に該当することとなるため、その名称を「国分寺３・３・８

号府中所沢線」から「国分寺３・２・８号府中所沢線」に変更いたします。 

 事業主体は、東京都建設局を予定しており、平成２７年度の完成を目指しております。 

 ここで、大変申しわけございませんけれども、資料の訂正を１点お願いしたいと思いま

す。お手元の薄茶色の表紙の「議案・資料」４７ページ、最初のページでございますが、

こちらをお開きいただきたいと思います。 
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 本路線の計画書でございますが、一番下に理由を記載してございます。この理由の２行

目、右側に「東京都環境影響評価条例に基づく特例環境配慮書とおり」とありますが、こ

の「特例環境配慮書とおり」を「環境影響評価書のとおり」に訂正をお願いいたします。 

 続きまして、意見書についてご説明させていただきます。 

 黄緑色の表紙の「意見書の要旨」３ページをお開き願います。 

 本計画案を平成１８年６月２日から２週間、縦覧に供しましたところ、反対の意見書が

１通提出されました。 

 内容は、道路の配置や環境施設帯の設置など都市計画に対する意見と、事業の実施に当

たっての補償などの事業の施行に関する意見でございます。 

 この意見書に対する東京都の見解は、府中所沢線は沿道環境を保全するため、車道の両

側に環境施設帯を設置することとして都市計画を変更するものであること、また、事業の

実施に当たっては、意見書提出者の業務に支障が生じないよう適切に対応していくことと

してございます。 

 続きまして、環境影響評価についてご説明をいたします。 

 条例の手続に従いまして、本日、本路線の環境影響評価書を知事に提出いたしました。

お手元の灰色の表紙「環境影響評価書の概要」に「要約」を挟み込んでおりますので、ご

覧いただきたいと思います。 

 この案件につきましては、「要約」の１ページ目、右上にありますように、計画立案の早

い段階から環境保全について配慮していくための手続として、複数の計画案を作成し、平

成１６年１０月から計画段階環境影響評価手続を進め、平成１７年１０月に知事の審査意

見書を受領いたしました。 

 その後、１２月には、都民の方々や関係市長のご意見、知事の審査意見書を踏まえ、環

境面、社会・経済面から検討した結果、３案から沿道環境保全、沿道利用の利便性などの

面にすぐれた１案を選定いたしました。 

 知事の審査意見書では、調査、予測及び評価は、おおむね東京都環境影響評価技術指針

に従って行われたものと認められており、環境影響評価についての項目別事項については、

４ページ目及び５ページ目に記載してございますが、すべての項目について検討を行い、

記述を追加し、環境影響評価書を作成いたしました。 

 環境に及ぼす影響の評価の結論につきましては、２ページ目及び３ページ目に記載して

ございますが、「大気汚染」「騒音・振動」をはじめ、いずれの項目につきましても、予測
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結果は環境基準等の評価の指標を満足していることから、環境への影響は少ないと考えら

れ、都市計画を定める上で支障はないと判断しております。 

 以上で説明を終わります。 

【鹿島議長】  幹事の説明が終了いたしました。 

 それでは、日程第３につきまして、ご質問、ご意見がございましたら、お伺いいたしま

す。 

 ２９番委員。 

【松村委員】  本案件は、１９６２年、昭和３７年ですから、今から４５年前に都市計

画されたと聞きます。本日、改めて変更案が出され、決定しようということですが、私は

現地を見て回りまして、低層住宅がほどよい密度で建ち並ぶ、ほんとうに良好な住宅地で

あり、また、生産緑地に指定されている農地もある環境のよい地域に、４０メートル近い

広域幹線道路を通すことなど、ほんとうに信じられない思いがしたというのが率直な感想

です。 

 そこで、まず、計画段階環境影響評価手続案件と伺っておりますけれども、どういうこ

となのかをお聞きしたいと思います。 

【鹿島議長】  石井幹事。 

【石井幹事】  計画段階アセスは、複数の案を策定し、本路線の必要性、あるいは実現

性を検討するものでございます。 

【鹿島議長】  ２９番委員。 

【松村委員】  たしか、私、この都市計画審議会委員のときに、杉並区の玉川上水のと

きにも幾つかの案が出されて審議した覚えがあるんですけれども、こういう計画段階環境

影響評価手続案件というのは、これまでにも幾つかなされたんでしょうか。ちょっと私は

その杉並の案件以外は記憶にないんですけれども。 

【鹿島議長】  石井幹事。 

【石井幹事】  今お話のありました放射第５号線については、計画段階アセスの試行の

ものでございまして、本件は条例制定後、第１番目のものでございます。 

【鹿島議長】  ２９番委員。 

【松村委員】  これが最初だということで、その場合、今、複数の案を出し、必要性を

含めた検討というんですけれども、今回の場合も、計画の必要性がないと、やめることも

考えられるし、また、後でも触れますけれども、地域を見て、現府中街道の改善や改修と
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いう計画で、今の地域の要望にこたえられるんじゃないかということも思ったんですけれ

ども、なぜそういう廃止の案や、または現府中街道の改善や改修計画などの提案を含めな

かったのでしょうか。 

【鹿島議長】  石井幹事。 

【石井幹事】  先ほどもちょっとご説明申し上げましたけれども、本路線は、多摩地域

を南北に連絡しまして、近隣県などと広域的な道路ネットワークの形成や都市間の連携強

化に資する大変貴重な幹線道路でございまして、早急に整備を行う必要があると考えてお

ります。 

 また、地元国分寺市をはじめ、地域も当街路線の必要性と整備促進につきまして、都議

会に対する陳情等によりまして要望しているところでございます。 

 お話しの複数の案の策定に当たっては、既に都市計画決定されている現在のルートをも

とに、交差道路との接続であるとか、沿道利用の状況であるとか、あるいは、防災機能な

どの観点から、まずは平面構造を基本とし、地域の地形を考慮して東京都環境影響評価条

例に基づき、採用可能な案として３案を策定したものでございます。東京都環境影響評価

条例の第１１条には、採用可能なものとして複数案を出せということになっておるわけで

ございます。 

 また、お尋ねの、平行する府中街道の整備を思うべきではないかというお話でございま

すが、府中所沢線は、今お話ししたような南北の連携を強化する、あるいは、近隣県など

との広域的な道路ネットワークの形成や都市間の連携強化を図るため、４車線の主要な幹

線道路として計画してございます。また、この路線は、多摩川の関戸橋を経由し鎌倉街道

に接続するものでございます。一方、府中街道は、南側の府中方面に行くにつれ、南東方

向にルートをとっておりまして、だんだん離れていって、多摩川の是政橋を経由し川崎街

道に接続する２車線の道路として、現在、供用されておるわけでございまして、それぞれ

の路線の道路ネットワーク上の個別の役割や機能は別のものでございます。 

【鹿島議長】  ２９番委員。 

【松村委員】  ４０年以上も前に立てられたこの計画を、そのまま受容することがほん

とうにできない事態に立ち至ったと思います。私も現地に行ってみて、ほんとうに良好な

住宅地としてでき上がってきているということで、計画を変更する最大の理由をお聞きし

ましたら、環境施設帯をつくるということ。つまり、それをやらなければ、こういう広域

幹線道路はまちの真ん中を分断していく、やはり環境破壊が起きるということだと思いま
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す。しかし、逆に、そのために道路幅員を２８メートルから３６メートルに広げることに

なりました。その結果、さらに立ち退き者が増える、地域が分断される、まちづくりやコ

ミュニティが困難になるなど、新たな問題も起きる計画となっていると思います。 

 私も昨日歩いてみて、ほんとうに苦労しました。何しろ現道がないわけですから、道路

の位置を確かめながら、あっちへ行って、こっちへ行って、そして住民にもどこのところ

を通るんでしょうねといろいろな対話をしながら現地を見たわけですけれども、ほんとう

に良好な住宅地を南北に縦断するこの計画によって、立ち退き者はどのぐらいのものか。

また、立ち退き地権者に個別に説明し、意見の集約をしてほしいという要望が出されてい

るにもかかわらず、市も都も拒否していると。説明責任も果たそうとしていないという強

い批判の声が上がっておりますけれども、そういうことなんでしょうか。伺います。 

【鹿島議長】  石井幹事。 

【石井幹事】  東京都の説明責任の話と、それから拡幅変更により影響を受ける地権者

の数ということだと思いますけれども、まず、２８メートルの当時は約１８０棟の方々に

移転をお願いすることになっておりましたが、変更後の３６メートルで約２４０棟の方に

移転をお願いすることになり、差し引き６０棟が新たに影響を受けることになろうかと思

います。 

 それから、説明の関係でございますけれども、私ども、環境影響評価条例に基づきまし

て、平成１６年１１月に３日間にわたりまして特例環境配慮書及び都市計画の説明会を開

催してございます。また、これに加えまして、地元国分寺市とも連携、協力いたしまして、

具体的な用地補償などに関する市民講座というようなものや、小学校のＰＴＡの方々への

説明、あるいは、建設事業に関する説明会など、延べ７回の説明会を行ってきております。

今後、事業着手に当たりましては、測量、あるいは用地買収及び工事に関する説明会を開

催するなど、地元の皆様のご意見を聞きながら事業を進めていく所存でございます。 

【鹿島議長】  ２９番委員。 

【松村委員】  ２４０戸といっても、２.５キロメートルの区間です。さらに農地とかい

ろいろありますから、２４０戸といっても、それ以上に与える影響は非常に大きいし、特

に第五小学校の体育館の西側隣接地を通ることなど、やはり学校関係者からも意見が出さ

れております。個別の方々、例えば４０年前に線引きをしていたじゃないかといっても、

新たに拡幅されて引っかかるところの方々は、全くそういう権利を制限するというか、寝

耳に水というか、そういう意味では、ほんとうに説明責任や、この計画に協力できるかど
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うかという点においては、きちっと個別説明責任を引き続き果たさなければならないと強

く要望したいと思うんです。 

 それにしても、この「議案・資料」の４７ページに構造の欄がありまして、幹線道路と

平面交差３カ所とあります。私もまず、その起点の多喜窪通りまで西国分寺から歩いて立

ってみまして、それから奈良橋通り、それから市役所通り、戸倉通り、この３本が主に幹

線道路ですよね。これが平面交差すると書かれておりますけれども、それ以外にも、市道

が１０本以上もここにかかりますよね。それが、この平面交差は３カ所というわけですか

ら、結局、今までの市民の交通の便が断ち切られて分断されてしまうことにならないので

しょうか。これはどのように計画に反映されているのでしょうか。 

【鹿島議長】  石井幹事。 

【石井幹事】  今、お話のありました広い道路といいますか、例えば市役所通りである

とか、国分寺３・４・６号線などの主要な道路の交差点には、当然ながら信号、あるいは

横断歩道が設けられますので、分断されることはないわけでございます。その他の小規模

な市道との接続方向につきましては、かなり１０メートルの環境施設帯が広うございます。

それらをうまく活用しながら、あるいは地域の皆さんのご意見を聞きながら、地元市及び

交通管理者等との協議を進め、今後、具体的に検討してまいりたいと思っております。 

【鹿島議長】  ２９番委員。 

【松村委員】  今後、具体的に検討するというんですけれども、この絵では環境施設帯、

歩行者の道路、またはバイクみたいな陰影がありますから、自転車かバイクが入るんでし

ょうか、自転車でしょうかね。この５１ページはそういう図となっておりますが、そうす

ると、今言った１０本の市道などは環境施設帯を通すことになったら、結局、環境施設帯

に車を通す。そうしますと、今後、環境施設帯が車道になる可能性がかなりある。今は片

道２車線ですけれども、３車線という形になります。 

 そこで伺いますけれども、この環境アセスは、このポンチ絵を見ましても、今の環境施

設帯は環境施設帯としてかなり緑化されて、あたかも環境施設帯が全部緑のような図にも

見えますけれども、そうじゃなくて、車道としても利用されるんだということになったら、

当然、私はそういう通行量を見込んで環境がどうなのかということを出さなきゃいけない

と思うんです。実際はそうではないでしょう、このアセスの概要書を見ても、片道２車線

を前提としたアセスですから。もし、これそういうことになったら、やり直すべきじゃな

いかと思うんですが、いかがですか。 
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【鹿島議長】  石井幹事。 

【石井幹事】  基本的には、環境施設帯として１０メートルをできるだけ生かしていき

たいというのが事業者の思いでございます。しかし、今のようなお話で、地域の分断のほ

うが大事だということが出てくれば、そこは環境施設帯という考え方を基本に、地域と相

談をしながらやらなければならない。そこを通過する車はそんなにたくさんあるわけがご

ざいませんので、そういう車だけは通れるようにするという方法もある。地域の分断が第

一だということになれば、それは相談しながらやっていかざるを得ない。そういうことも

含めて、幅広く検討しながら事業を進めてまいりたいと考えておるところでございまして、

アセスについてやり直す考えはございません。 

【鹿島議長】  ２９番委員。 

【松村委員】  その答弁を地元の市民がどう受けとめるかは、よく検討して意見を上げ

るべきだと思いますし、私は少なくとも、きちんとした交通センサスとか、地域にどう貢

献する道路かということを示して、それでもって理解と合意を求めて道路はつくらなけれ

ばならないと。今の考え方なんかも、車を通せと言うんだったら、環境が悪くなってもそ

れは地域住民のどっちかの選択だと。通過幹線道路だけをつくるなどということは、ほん

とうにいただけない答弁だと思います。 

 国分寺市のアンケート調査によっても、都市基盤の整備の１位は４１.４％で生活道路の

整備なんですね。幹線道路の整備は９.８％。それで、住み続けたいという市民の意向は

８０％に上っている。そういうことからも、当然、この広域幹線道路、府中所沢線につい

て多くの異論が出ると。私は住民合意の形成については、極めてできていないと。不十分

なんですねと私が聞いたら、とんでもないと、住民合意なんか全くできていないと強く言

い返されました。先ほど、議会とか市の意向というのがありましたけれども、今言った市

民の声やアンケートだとか、そういう点から見て、この計画を決定するに当たっての現時

点での都の判断を確認しておきたいと思うんですけれども、どうでしょうか。 

【鹿島議長】  石井幹事。 

【石井幹事】  本路線の整備につきましては、地元からもいろいろご意見をいただいて

いるところでございまして、ここでご紹介する時間はありませんけれども、これまでの都

民の意見、地元国分寺市長からの要望書、さらには地元からの整備促進に関する陳情が提

出されるなど、地元の方の理解は得られていると考えているところでございます。特に、

特例環境配慮書に対する意見書は、地域の分断が一番少ないと思われるＡ案が望ましいと
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いう考えを聞かせていただいているところでございます。 

 また、国分寺市長からの要望は、沿道まちづくりにとって自由度の高いＡ案を選定され

たいということを要望として承っているところでございます。 

【鹿島議長】  ２９番委員。 

【松村委員】  あと簡単に１、２問伺って意見を述べたいと思うんですけれども、先ほ

ど、この府中所沢線の必要性について、道路のネットワークが大事なんだということを繰

り返しておりましたけれども、これは昭和３７年にこの計画があって、これまで何回か見

直しがありましたよね。しかし、いずれにしても、このネットワークの考え方というのは、

３７年当初のものを継承して、３回の見直しの結果、多摩の都市計画道路においても、廃

止路線はほんの数カ所と聞いております。 

 今、国交省は考え方が大分変わってきている。外環においても、やっぱりＰＩ協議会な

どをやり計画段階から検討すると。いろいろ問題点があっても、そういう姿勢に転換して

きたということは一定の評価ができる面があると思うんですけれども、例えば、国におい

ては、既存ストックの徹底的な利活用、関係住民や住民団体との対話と協働、参加と責任、

そういう考え方を出しているとも聞きます。市民の中からも、それに比べて東京都は、す

べて道路優先じゃないかという声もあるわけです。 

 実際、多喜窪街道のところで、たしか府中側は立派な道路になっておりました。しかし、

多喜窪街道から少し行けば、今、あそこも歩道などの整備を行っておりましたけれども、

府中街道にすぐぶつかるんです。その府中街道からずっと先は五日市街道を越えて、これ

は府中街道が１本になるわけです。先ほどのご説明でも。だから、道路ネットワークとい

うことから見れば、全く別の次元の路線ということにはならないと私は思いますし、現に、

今の府中街道についての改修や改善も、これは市民からの一致した要求、要望であります。 

 今のまち、特に市役所の近辺を通るところに４０メートルも現道がないような道路を通

すよりも、普通だったらバイパスをという考え方がありますよね。でも、現時点で見れば、

府中街道がバイパスみたいな形で、そこに新たに４０メートルの広域幹線道路をつくり、

住宅地や貴重な生産緑地などの農地を──現時点で、これをつくる必要性がほんとうにあ

るのかどうか。予算も事業費も５００億円、これ２.５キロメートルですから、１メートル

２，０００万円ですか。これは国も含めて、一体どういう財政負担になるのかと思います。 

 そこで、最後に１点だけ質問として聞きたいことは、現在の府中街道の交通量と、府中

所沢線ができた場合の交通量の将来予測はどうなっているのかをお聞きして、あとは意見
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を述べたいと思います。 

【鹿島議長】  石井幹事。 

【石井幹事】  府中街道の現在の交通量と、将来どういう数字になるかというお尋ねで

ございますけれども、現在、本アセスで扱っております現在の府中街道の交通量は、平成

１５年調査でございますが、１日当たり約１万７，０００台から２万１，０００台でござ

います。これに対しまして、この府中３・２・８号線が開通いたしますと、府中街道の交

通量は、現況に対しまして、平成２７年度を想定しておりますが、この供用時に１日当た

り３，０００台から５，０００台の減少があると見込んでおります。また、その１０年後、

平成３７年度には、現況に対して１日当たり５，０００台から７，０００台の減少がある

と予測しているところでございます。 

【鹿島議長】  ２９番委員。 

【松村委員】  今の答弁ですけれども、府中街道の現況は、いろいろ取り方があります

けれども、１万７，０００台から２万１，０００台云々というんですが、１万７，０００

台としても、平成３７年の府中所沢線が通った場合、でも上限は１万６，０００台なんで

すよね。だから、両方見てみますと、皆さん方の答弁によっても、１，０００台ぐらいの

減り方もあると。逆に、例えば、東京都の一般道の交通容量の比較という調査があって、

大体４車線では４万８，０００台。ただ、停車帯ありなどでは４万５，０００台とか、い

ろいろな数字があるわけです。 

 私が言いたいことは、今の府中街道の交通渋滞を解消すると。だから、新たな４０メー

トル近い本路線が必要だと言いますけれども、これをつくっても、やはり車の需要を呼び

込んで、こちらの道路にも車が多く走る、府中街道の現況の交通量も大して変わらないと

いう結果になりかねない。そのことを指摘する市民の皆さん方もいるわけであります。 

 いずれにしても、私は、事業費５００億円もかけ、そして新たな自動車交通量を呼び込

む、しかも、こういう変更案を行って、国分寺市にとっては地域を縦断するような道路を

緑や住環境のいいところにつくる必要はないということで、強く本案件に対しては反対し

たいと思っております。 

【鹿島議長】  ほかにご質問、ご意見がございませんようでしたら、日程第３、議第

６７４２号の案件につきまして、採決をいたしたいと存じます。 

 本案について賛成の方は挙手を願います。 

〔 賛成者挙手 〕 
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【鹿島議長】  賛成多数と認めます。よって、本案は原案どおり決定いたしました。 

  ──────────────────────────────────── 

【鹿島議長】  次に、日程第４、議第６７４３号を議題に供します。石井幹事の説明を

求めます。 

【石井幹事】  まず、議第６７４３号につきまして、ご説明いたします。 

 お手元の薄茶色表紙の「議案・資料」の５３ページから５５ページをご覧ください。 

 議第６７４３号は、東京都市計画下水道東京都公共下水道の変更でございまして、浜町

ポンプ場などの廃止及びそれに伴う浜町第二ポンプ場等の名称変更に関する案件でござい

ます。 

 スクリーンの現況写真をご覧いただきたいと思います。 

 都市計画の廃止を予定している浜町ポンプ場は、中央区の日本橋浜町二丁目地内の隅田

川右岸に位置し、中央区立浜町公園に隣接しております。また、名称変更を予定している

浜町第二ポンプ場は、同じく隅田川右岸の新大橋南側に位置しております。 

 浜町ポンプ場は、黄色の線で示しましたように、中央区日本橋浜町一丁目付近の隅田川

沿いの低地約２８ヘクタールの雨水を排水するために、昭和３６年に設置された雨水ポン

プ場でございます。 

 しかしながら、浜町ポンプ場の完成後の、地下水のくみ上げに伴う地盤沈下区域の拡大

や都市化の進展によりまして、雨水流出量が増大してきたことから、これに対応するため、

昭和５１年になりまして、緑色の線で示しましたように、浜町ポンプ場の排水区域を含む

約１７０ヘクタールの雨水を排水する浜町第二ポンプ場を都市計画決定し、ポンプ場の建

設及びこれに接続する管渠の整備を進めてまいりました。 

 その結果、平成元年に浜町第二ポンプ場が稼働し、それ以降、順次排水区域の切りかえ

を行い、平成１７年３月には浜町第二ポンプ場への切りかえがすべて完了いたしました。

現在、浜町ポンプ場は機能を休止しております。 

 以上のことから、浜町ポンプ場及び浜町ポンプ場の放流管渠の都市計画を廃止するとと

もに、「浜町第二ポンプ場」及び同ポンプ場の放流管渠の名称を、それぞれ「浜町ポンプ場」

及び「浜町ポンプ場放流管渠」に変更するものでございます。 

 なお、本都市計画の案につきまして平成１８年６月２日から６月１６日まで縦覧に供し

ましたところ、意見書の提出はありませんでした。 

 以上で説明を終わります。 
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【鹿島議長】  幹事の説明が終了いたしました。 

 それでは、日程第４につきまして、ご質問、ご意見がございましたら、お伺いいたしま

す。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

【鹿島議長】  ご質問、ご意見がございませんようですので、日程第４、議第６７４３

号の案件につきまして、採決をいたしたいと存じます。 

 本案について賛成の方は挙手を願います。 

〔 賛成者挙手 〕 

【鹿島議長】  全員賛成と認めます。よって、本案は原案どおり決定いたしました。 

  ──────────────────────────────────── 

【鹿島議長】  次に、日程第５、議第６７４４号及び議第６７４５号を一括して議題に

供します。石井幹事の説明を求めます。 

【石井幹事】  議第６７４４号について、まずご説明をさせていただきます。 

 お手元の薄茶色表紙の「議案・資料」の５９ページから６３ページをご覧ください。 

 議第６７４４号は、産業廃棄物処理施設の用途に供する特殊建築物の許可についての案

件で、仮称でございますが、江添土木リサイクルプラントの建築に関するものでございま

す。 

 建築基準法第５１条では、廃棄物処理施設は、都市計画においてその敷地の位置が決定

しているものであるか、または、ただし書きで、特定行政庁が都市計画審議会の議を経て、

その敷地の位置が都市計画上支障がないと認めて許可した場合において、建築することが

できることとなっております。 

 当該施設は、このただし書きの既定に基づいて本審議会に付議し、東京都が許可するも

のでございます。 

 「議案・資料」６０ページ及び６１ページをご覧いただきたいと思います。 

 計画地は、葛飾区奥戸八丁目で、京成線青砥駅から約１.２キロメートル、環状七号線に

面した場所でございます。 

 計画地周辺の土地利用状況につきましては、スクリーンの航空写真をご覧いただきたい

と思います。 

 計画地の用途地域は、準工業地域でございます。 

 事業主体である江添土木は、昭和５６年より土木・建築工事をはじめ、本計画地の隣接
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地において、建設発生土のリサイクル事業を行っております。 

 本件は、葛飾区及びその周辺の道路工事や上下水道工事などで発生する廃コンクリート、 

廃アスファルトを破砕処理する施設でございます。処理能力は、１日当たり約７６トンで

ございます。 

 なお、破砕された廃コンクリート、廃アスファルトは、再生骨材として再利用されます。 

 「議案・資料」６２ページ及び６３ページをご覧いただきたいと思います。 

 施設は、建築面積２８８平方メートル、敷地面積は３６１平方メートルでございます。 

 また、施設を稼働することによる周辺環境への影響につきましては、環境局に提出され

た報告書によりますと、生活環境への影響は少ないと予測されております。 

 続きまして、議第６７４５号についてご説明させていただきます。 

 お手元の薄茶色表紙の「議案・資料」６５ページから６９ページをご覧いただきたいと

思います。 

 議第６７４５号は、（仮称）株式会社木村建設第一リサイクル工場の建築に関する案件で、

議第６７４４号と同様に本審議会に付議し、東京都が許可するものでございます。 

 「議案・資料」６６ページ及び６７ページをご覧いただきたいと思います。 

 計画地は、瑞穂町南平一丁目で、ＪＲ八高線箱根ヶ崎駅から約４００メートル、横田基

地の北側に位置しております。 

 計画地周辺の土地利用状況につきましては、スクリーンの航空写真をご覧いただきたい

と思います。 

 計画地の用途地域は、工業地域でございます。 

 事業主体である木村建設は、昭和５５年に創業し、土木・建築資材の販売、土木工事な

どを行っており、平成１２年から計画地の西側約１３０メートル先の土地を借りまして、

廃コンクリート、廃アスファルトのリサイクル事業を実施しております。 

 今回、新たに本計画地を取得し、移転することになりましたことから、本審議会に付議

するものでございまして、処理能力は１日当たり約６８０トンでございます。 

 なお、破砕された廃コンクリート、廃アスファルトは、再生骨材として再資源化されま

す。 

 「議案・資料」の６８ページ及び６９ページをご覧いただきたいと思います。 

施設は、がれき類の破砕機、ストックヤード及び事務所棟で構成され、敷地面積は約

１，５７０平方メートルでございます。 
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 また、施設を稼働することによる周辺環境への影響については、環境局に提出された報

告書によりますと、生活環境への影響は少ないと予測されております。 

 以上で説明を終了させていただきます。 

【鹿島議長】  幹事の説明が終了いたしました。 

 それでは、日程第５につきまして、ご質問、ご意見がございましたら、お伺いいたしま

す。 

 ２９番委員。 

【松村委員】  日程５の最後の瑞穂町の件について意見だけを述べたいと思います。 

 この申請者は、申請地よりも約５０メートルのところで現在も創業しておりまして、６

年前には、当初は駐車場という名目で借りて産業廃棄物の中間処理を操業したために、地

権者と裁判になり、平成１８年３月まで撤去となったということです。その裁判中に土地

を取得し、今回の新施設の申請になったと聞きます。 

 現在の操業施設においても、近所の住民からは、騒音と粉じんで洗濯物が干せない、２

階の窓をあけておけないなどの苦情が相次いで、環境を考える有志の会も結成されて、住

民説明会などの開催では７５件の意見書が町に提出されていると聞きます。今、生活環境

に与える影響は少ないという環境局の答弁だと言いましたが、新しい施設では５メートル

の囲いを行うから大丈夫だということでしょうけれども、私、残念ながら現地に行けなか

ったんですけれども、今でも現施設は、がれきを壊した上にショベルカーが上がって相当

の粉じんをまき散らしていると。こういう業者ですから、いくら５メートルの囲いをやっ

ても、引き続き、そういう騒音や粉じん対策はできないんじゃないかと。 

 近所には、民家、住居兼工場、エコパーク公園などがあり、多くの周辺住民だけでなく、

都民の憩いの場となっている。ドッグランがこのエコパーク公園にはあるそうなので、か

なり遠くからもここに来ているそうであります。ですから、騒音・粉じん対策にしても、

屋根付の建物にして、外に出ないようにすべきことが最低限のやらなければならないこと

だとなっていますけれども、現時点においては、そういう計画になっておりません。した

がって、反対させていただきます。 

【鹿島議長】  ほかにご質問、ご意見がございませんようでしたら、日程第５につきま

しては、適宜、分割して採決をいたします。 

 初めに、議第６７４４号、産業廃棄物処理施設の用途に供する特殊建築物の許可の案件

につきまして、採決いたします。 
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 本案について賛成の方は挙手を願います。 

〔 賛成者挙手 〕 

【鹿島議長】  全員賛成と認めます。よって、本案は原案どおり決定いたしました。 

 次に、議第６７４５号、産業廃棄物処理施設の用途に供する特殊建築物の許可の案件に

つきまして、採決をいたします。 

 本案について賛成の方は挙手を願います。 

〔 賛成者挙手 〕 

【鹿島議長】  賛成多数と認めます。よって、本案は原案どおり決定いたしました。 

  ──────────────────────────────────── 

【鹿島議長】  次に、日程第６、議第６７４６号を議題に供します。山越八丈町住民課

長の説明を求めます。 

【山越課長】  八丈町の住民課を担当しております山越と申します。どうぞよろしくお

願いいたします。 

 それでは、八丈町決定案件、議第６７４６号についてご説明させていただきます。 

 薄茶色の表紙の「議案・資料」の７３ページから７７ページをご覧いただきたいと思い

ます。 

 議第６７４６号は、八丈都市計画火葬場第１号八丈町火葬場の決定に関する案件でござ

います。 

 本件は、八丈町決定、知事同意の案件ではございますが、八丈町には都市計画審議会が

置かれていないため、都市計画法第１９条第１項の規定により、本審議会に付議するもの

でございます。 

 「議案・資料」の７４ページ及び７５ページをご覧いただきたいと思います。 

 本件の位置は、三原山のふもと、八丈島空港の東側、八丈町三根地内でございます。 

 計画地周辺の土地利用状況については、スクリーンをご覧いただきたいと思います。 

 現在、八丈町で稼働中の火葬場は、昭和４４年に建設され、３７年余りが経過しており

ます。このため、施設や設備の老朽化が著しい上、施設規模が狭小で、会葬者の利用に支

障を来していることから、早急に機能更新を図る必要がございます。 

 本件は、こうしたことから、同一敷地内での火葬場の建て替えに当たり、既存の火葬場

を含む約０.３ヘクタールの区域を都市計画決定するものであります。 

 「議案・資料」の７６ページ及び７７ページをご覧いただきたいと思います。 
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 施設は、火葬棟、待合棟などからなっており、延べ床面積は約８９７平方メートル、鉄

筋コンクリート造の２階建てでございます。 

 最後に、意見書の提出ですが、本年５月２９日より２週間、縦覧に供しましたところ、

意見書の提出はございませんでした。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

【鹿島議長】  山越課長の説明が終わりました。 

 それでは、日程第６につきまして、ご質問、ご意見がございましたら、お伺いいたしま

す。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

【鹿島議長】  ご質問、ご意見がございませんようですので、日程第６、議第６７４６

号の案件につきまして、採決いたします。 

 本案について賛成の方は挙手を願います。 

〔 賛成者挙手 〕 

【鹿島議長】  全員賛成と認めます。よって、本案は原案どおり決定いたしました。 

  ──────────────────────────────────── 

【鹿島議長】  次に、日程第７、議第６７４７号を議題に供します。石井幹事の説明を

求めます。 

【石井幹事】  私から、民設公園制度の導入につきまして、ご説明させていただきます。 

 東京都は、みどり豊かな風格都市・東京の形成に向けまして、当審議会から頂戴いたし

ました「東京らしいみどりをつくる新戦略」の答申に沿って、みどりの新戦略づくりを進

めてまいりました。 

 この中で、平成１８年１月「みどりの新戦略ガイドライン」を、また、同３月には、東

京では初めての公園の事業化計画でございます「都市計画公園・緑地の整備方針」を策定

したところでございます。 

 このガイドラインや整備方針の中では、都市計画公園整備において、従来の公共による

整備に加えまして、新たに民間の活力を導入することにより、都市計画公園及び緑地を早

期に公園的空間として整備し、公開する「民設公園」の制度を検討していくこととしてお

りましたが、去る５月３０に制度導入について決定いたしましたので、ご報告申し上げま

す。 

 お手元のＡ３の資料をご覧いただきたいと思います。 
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 東京における都市計画公園・緑地は、１万６００ヘクタール計画されております。その

うち４，４００ヘクタールが既に供用されており、これに河川や社寺仏閣の境内地のよう

な整備を要しない区域である３，６００ヘクタールを加えましても、まだ計画決定との差

は２，６００ヘクタールもございまして、この整備が必要でございます。しかし、この実

現には、極めて長い期間と莫大な費用が必要と想定されます。 

 また、この未整備の区域のうち、グランドなどの企業の大規模所有地が５００ヘクター

ルもございまして、近年、企業資産の有効活用のための戸建開発等による細分化が進みつ

つあります。 

 民設公園制度は、これらの土地について民間の参入を促す工夫を講じまして、民間によ

り一定規模を公園的空間として整備し、早期の供用開始を可能とするものでございます。 

 民間の参入を促す工夫といたしまして、都市計画公園内における都市計画法第５３条の

建築規制に対する制限緩和や保有コストの軽減策を講じていくこととしております。 

 この仕組みの運用に当たりましては、知事が民間事業者から提出された民設公園の事業

計画を審査の上、認定し、認定された事業者は、民設公園事業者として敷地の７割以上、

かつ１ヘクタール以上の公園的空間を整備し、長期の公開を行うことについて都と契約し、

事業を実施することとしております。また、公開管理の継続を担保するため、事業者は最

低３５年分以上の管理費を前納し、分譲時には民設公園として公開している部分に対しま

して地上権等の権利を設定いたします。 

 このような仕組みを実現するため、必要な手続の流れや知事が認定する基準、管理の継

続のために必要な事項などを定めた要綱を、今申し上げましたとおり、５月３０日に策定

したわけでございます。 

 また、保有コストの軽減策として、２３区においては、固定資産税等の減免をすること

といたしました。と申しますのも、例えば、１ヘクタールの公園を２３区内で整備するに

は、平均して約４８億円の整備事業費と、年間約３００万円の維持管理費が必要となりま

す。これに対しまして、年間４，０００万円の税の減免により、早期の公開が可能となる

ということでございます。 

 今後、この仕組みを活用し、民間による公園的空間づくりが進んでいくことは、東京の

みどりづくりに有効であると考えているところでございます。 

 以上で報告を終わらせていただきます。 

【鹿島議長】  幹事の説明が終了いたしました。 
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 それでは、日程第７につきまして、ご質問、ご意見がございましたら、お伺いいたしま

す。 

 ９番委員どうぞ。 

【渡部委員】  初めてこの席に出させていただいて、ずっと今までの議論を聞いてまい

りました。今出てきました議案について、このＡ３の紙の民設公園の整備ということで、

私たちの自治体も、地主さんから借用したり、いろいろな形で公開をしてきています。 

 今朝、たまたま民間のテレビでやっておりました、豊島区のマンションの駐車場敷地と

本体建物の敷地。ということは、建ぺい率、容積率を含めた一体であって初めてなり得た

建物。ところが、管理をする側ですとか、所有権がある意味では文筆されていて、その転

売によって先に建った建物が建築確認の上でいくと違法建築になってしまった。 

 今度の場合も、今のご説明の中で、民設公園による整備の中の２のところで、民間事業

者の責務としてありますけれども、しかし、この部分の担保をとったとしても、所有権の

移転ですとか、個人の財産権の問題でさまざまな課題が出てきたときに、こういったこと

が継続して成り立つのかどうか。やはり若干の疑義がありますので、この辺の詰めた議論

をきちんとしていただいた上で、初めてこういったことが成り立つのかなと思っておりま

す。 

 私たちもこういう不動産を見ていますと、やはり短期的な視点でなく、長期的な部分で

の考え方をきちんとしていかないと、単に、その場限りの書面上の管理の約束だけでは、

個人の所有権の移転に対しても対抗ができないだろうと思っておりますので、その辺につ

いての考え方を教えてください。 

【鹿島議長】  石井幹事。 

【石井幹事】  ただいまも地上権設計をするというお話を差し上げたかと思いますが、

そういったことが一つの担保であると考えております。継続についての契約は、要綱で義

務化をいたしました。これはきちんと知事了解の内容で契約をしてまいります。 

 そうした形で担保を取って、何よりも私ども、公園が細分化されて、なかなかそれに追

いついていかないという現状を何とか克服したいというところからの考え方でございます

ので、ご理解をいただきたいと思います。 

【鹿島議長】  ９番委員どうぞ。 

【渡部委員】  意味は十分わかります。ただ、先ほど２５年の設定でしたか、３５年で

すか、これを過ぎた後に、逆に言うと買い取るというような方策をきちんと、ある意味で
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は約定ですとか方向性を持っていないと、そのときの期限が切れた時点で既存の建物と当

該の所有権の契約が切れる、３５年というスパンはまちづくりの中では短いですから。そ

の辺を含めた対応、先のところまで一歩踏み込んだ思いがどうなっているのか、この辺が

見えないまま進んでいくということは、目先にちょっととらわれ過ぎている。 

 確かに、緑地、空閑地を市街地において確保するというご努力ですとか意向はわかりま

すけれども、いま一つ詰めが甘いのではないかと。やはり、所有権というのは、そんなに

簡単に公的に押さえられるものではない。これを十分理解した上で私は進めていただきた

いと思っています。要望です。 

【鹿島議長】  ２９番委員どうぞ。 

【松村委員】  １点だけ、ちょっと私も。 

 この制度の活用も期待されるわけですが、絵に描いた餅にならないためには、今日、若

干新聞報道にもありまして、見せていただきましたけれども、この制度を活用した具体的

な取り組みが始まっているようです。要綱策定後の相談や事前協議の申請など、事例があ

ればもうちょっとお聞きしたいと思っております。 

 それから、やはり私は、公共による公園整備の取り組みが、民設公園の整備の手法がで

きたからといって、後景に押しやられてしまっては本末転倒だと一方においては考えます。

公共による公園整備についてのプログラムの策定状況についても、あわせてお伺いしたい

と思います。 

【鹿島議長】  石井幹事。 

【石井幹事】  要綱策定後の状況でございますけれども、策定後、問い合わせは数多く

来ております。その中で、具体的な事例が現在出てきておりまして、事前協議中の箇所が

１カ所ございます。 

 また、公共による公園整備についてのプログラム策定状況についてのお尋ねでございま

すが、都市計画公園・緑地の計画的な整備促進と、整備効果の早期実現を図るため、１０

年以内に優先的に整備着手する区域を選定するなど、先ほどちょっとご説明いたしました

が、今後の道筋を示す都市計画公園・緑地の整備方針を、都、区市町合同で３月に策定い

たしまして公表したところでございます。 

 今後、この整備方針に基づきまして、東京の公園、緑地の着実な整備推進を図る考えで

ございます。 

 これとあわせまして、どうしてもそこのプログラムに乗ってこないような公園等につい
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て、民間の活力を活用した整備手法が必要だという観点から進めているものでございます。 

【鹿島議長】  ２９番委員どうぞ。 

【松村委員】  私は、ここの案件になった杉並区の旧三井グランド跡地、ほんとうにこ

の制度ならば適用できたのかなと。今からでも可能なら、ぜひ検討していただきたいとい

うことも要望しておきます。 

 それから、東京の魅力を高めるというなら、公園や緑を増やすことが、今最も重要な課

題だと思います。オリンピック基金に１，０００億円を毎年積み立てるというんですね。

私は公園や緑にこそお金を使って、東京の魅力を大いに高めていただきたいと、所管担当

の皆様方に私たちも強力なバックアップをいたしますから、頑張っていただきたいと申し

上げて……。 

【鹿島議長】  １９番委員どうぞ。 

【細渕委員】  この件に関しまして、東村山の措置でございますが、実は、うちの東村

山市に、ある鉄道会社が大きな土地を３カ所持っておりました。これを処分しなきゃなら

ない状況になりまして、２カ所は別でありますけれども、１カ所は都市計画公園の決定を

した地区でございまして、この地区に緑を残したいという市民の要望がありましたから、

その取得に向けて努力をいたしましたけれども、財政的な面で行政としてはどうしても不

可能ということでございました。売却に当たって、緑を残すような方向で地権者にお願い

をしたわけでありますけれども、今回の東京都の施策に合わせてできれば緑が残せる状況

で、大変住民の皆さんにも好評をいただいております。また、二、三いろいろなご意見は

ありますけれども、これらの意見はこれからいろいろと話し合いの中で進めてまいります

けれども、ある意味では緊急を要する状況でございます。鉄道会社も至急に換金をしたい

状況でありますので、今回は私どもとすれば、いろいろな地権者の問題等ございますけれ

ども、それらはこれから整理をしていただくことにして、とりあえず早急にこれを生かし

て緑を残したい。東村山市は、緑あふれ、くらし輝く都市でございますので、そういう状

況の中でぜひ進めていただきたいと考えておりますので、よろしくお願いしたいと思いま

す。 

【鹿島議長】  ほかにご質問、ご意見、特にないようでございますので、日程第７、議

第６７４７号、民設公園の報告についての質疑は、これをもちまして終了いたしたいと存

じますが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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【鹿島議長】  本件についての質疑を終了させていただきたいと存じます。 

  ──────────────────────────────────── 

【鹿島議長】  以上をもちまして本日の議事はすべて終了いたしました。委員の皆様に

は長時間ご熱心にご審議をいただきまして、誠にありがとうございます。 

 なお、議事録には私のほか、波多野委員にもご署名をお願いしたいと存じます。よろし

くお願いいたします。 

 これをもちまして本日の審議会を閉会といたします。 

  

 

午後３時３６分閉会 

 

 

※本稿は、後日発行される議事録の未確定版です。 

 


